
 

 

板橋区多世代住み替え支援事業のご案内 

【令和８年４月事業開始に伴う経過措置について】 
子育て世帯の方が親世帯の近くに住み、安心して子育てできる住環境を推進するため、転居に係る費用の

一部を助成します。令和８年４月 1日から６月 30日の間に、親世帯と近居または同居した子育て世帯に限

り、事業開始に伴う経過措置として「予定登録申請」を省略できます。（「申請の流れ」が異なります。） 

※本事業は予算の上限に達し次第、終了となります。 

 

助成対象費用 

対象経費の合算額、ただし上限 20万円 ※100円未満は切り捨て 助 成 額 

対象となる世帯 

子育て世帯が、区内の親世帯と新たに近居または同居をするために必要な転居

に係る初期費用 （子育て世帯が支払った費用のみ対象となります） 

⚫ 転居先が民間賃貸住宅の場合：契約時の礼金、権利金及び仲介手数料の合

計額並びに引っ越しに要した実費の合算額（敷金などの預り金は対象外） 

⚫ 転居先が購入した住宅の場合：契約時の仲介手数料、住宅ローン事務手数

料及び不動産登記費用並びに引っ越しに要した実費の合算額 

※引っ越しに要した実費とは、運搬を引越し業者に依頼した場合にかかる、引越運送費用、

荷造り及び荷解き等のサービス費用（家電等の撤去及び取付工事、電気工事、不用品の処

分費用並びにハウスクリーニング費用を除く）、運送保険料、梱包に係る資材の購入費用。 

板橋区 
区外 

親世帯と同居  または  親世帯と近居 子育て世帯 

転入 

次のすべての要件を満たす子育て世帯が対象となります。 

⚫ 18歳以下（の年度内）の子どもを扶養している。 

出産予定日が３か月以内でおやこ健康手帳（母子健康手帳）が交付されている方

の世帯も対象となります。 

⚫ 転居後、３年以上は区内に住み続ける意思がある。 

⚫ 世帯の主たる生計者が住民税を滞納していない。 

⚫ 生活保護や中国残留邦人等に対する支援給付を受給していない。 

⚫ 助成を受けようとする費用について、他の公的な助成金を受けていない。 

⚫ 親世帯が区内に１年以上居住している。 

⚫ 区外からの転入の場合、過去６か月間に区内に居住したことがない。 

※同一世帯による助成金の申請は１回のみとなります。 

板橋区 

親世帯 子育て世帯 
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板橋区 

親世帯 
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親世帯と近居 
両方または子育て世帯が 

区内転居して親世帯と同居 

転入 

転居先の住宅の要件 

⚫ 新耐震基準に適合している。（または同等の耐震性能がある。） 

⚫ 建築基準法に違反していない。 

⚫ 契約者は、子育て世帯の世帯員または親世帯の世帯員のいずれかである。 

※この事業において

「近居」とは、親世帯と

子育て世帯が板橋区内

に居住することです。 



 

板橋区多世代住み替え支援事業について、申請書類など詳しくは区HPをご覧ください。 

URL：https://www.city.itabashi.tokyo.jp/tetsuduki/sumai/soudan/1062629.html 

提出・問合せ先 

申 請 の 流 れ 

申請に必要な書類 

注 意 事 項 等 

住宅の契約 

転入または転居の届出 

審査・交付決定 

❷請求 

板橋区 申請者 

助成金支払い 

助成金受領 

❶ 本申請 

◼ 助成金交付申請書（第２号様式） 

◼ 住宅の賃貸契約書または売買契約書の写しなど 

◼ 新耐震基準に適合することが確認できる書類（賃貸の場合は賃貸契約書、
持ち家の場合は建築確認検査済証の写しなど） 

◼ 対象経費の支払いを証明できる書類（領収書のコピーなど） 

◼ 親世帯との親子関係を証明する戸籍全部事項証明書または戸籍個人事

項証明書（１か月以内に発行されたもの） 

◼  ❷ 請求 

◼ 助成金交付請求書（第 15号様式） 

⚫ 転居先の住宅が公的住宅（都営住宅、区営住宅、ＪＫＫやＵＲの賃貸住宅）、

社宅・官舎等の給与住宅、契約期間が１年未満の短期間の滞在を目的とした

住宅の場合、助成の対象となりません。 

⚫ 転入または区内転居前後の世帯構成の変更は、同居に係る世帯合併を除

き、認められません。 

⚫ 転居先の住宅の一部を事業用として使用する場合は、直近の確定申告内容

と同様の割合（または事業用と居住用の面積比率）により算出した額を助成

対象額とすることができます。 

⚫ 転居先の住宅が二親等以内の親族が所有する住宅の場合（法人所有の賃

貸住宅は親族がその法人の経営者となっている場合）、礼金、権利金、仲介

手数料は助成の対象となりません。二親等以内の親族所有の住宅であるこ

とは、原則として自己申告となります。申出書をご提出ください。 

⚫ 助成を受けた方に対し、事業の検証のためのアンケート調査などのご協力を

お願いする場合があります。 

板橋区 申請者 

 ❶本申請 

【令和８年６月１日から６月３０日 

までに提出が必要】 

 

申請は、郵送または窓口での提出となります。 

板橋区都市整備部住宅政策課住宅政策推進係 
〒173－0004 東京都板橋区板橋二丁目 66番 1号 

  tel:03-3579-2186     fax:03-3579-5437 

引っ越し 

【令和８年４月１日～５月３１日】 

 

住宅の契約 

転入または転居の届出 

 ❶本申請 

【異動年月日（引っ越しの日付）から 

30日以内に提出が必要】 

 

引っ越し 

【令和８年６月１日～６月３０日】 

 

審査・交付決定 

❷請求 

助成金支払い 

助成金受領 

転入又は転居後の住

民票上の異動年月日

（引っ越しの日付） 


